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英雄か蛮勇か 

 

１．はじめに 

◆「長いものに巻かれよ」思考 

 日ごろ私たちは様々な面で行政庁のお世話になっているせいで、ついつい「長いものには

巻かれよ」的な思考法にとらわれがちです。 

 いわゆる「識者」の中にもそれはあって、たとえば『法律より怖い会社の掟』（講談社現

代新書）は某社の対政府水増し請求事案を次のように総括しています。 

官庁は年度ごとの予算に従って発注し、代金を支払う。何らかの事情で設計変更があって

も、予算は硬直的であり、役人は変更を好まず、予算追加措置の手間を惜しむ。その結果、 

「今年度の赤字分は、次年度の予算に上乗せするから、しばらく被っておいてもらえない

だろうか」というような要請があった場合に、現場ではどう回答したら良いのだろうか。

これに会社としての対応基準を、同社は用意しておらず、その結果が、スキャンダルとし

て報じられたようだ。（同書 99頁） 

前年度の政府への貸しを、翌年上乗せ請求したことについて「水増し」として断罪されたと

いう話かと思います。 

 この記述を見て私は思いました。「一番悪いのは優越的地位を濫用して無理を押し付けた

役所じゃないか」と。それなのに「断り切れなかった企業が悪い」と言わんばかりの書きぶ

りは何なのか？ まるで「無茶な要求をした総会屋より、金品を供与した（そのために裏金

を作った）カモ企業の方が悪い」と言わんばかりではありませんか。 

 でも「総会屋に利益を提供した企業」ではあまり共感を得られないかもしれませんね。で

はこんな例はどうです？ 「同級生に金品をたかられ、家の金を持ち出したいじめ被害生

徒」。この本を書いた稲垣という人の論理では、いじめ被害者にこそ問題ありということに

なるのですけど。 

 ことほどさように、私たちが奴隷根性を免れるのは難しいのです。 

 

◆「勇士」あらわる 

 そんな中、サブラヒという人が、おかみに敢然と立ち向かう「勇気ある告発」記事を 2本

発表しています。 

 政府を批判するには、胆力は勿論ですが、理論武装も相当なレベルが必要です。率直に言

って私は、前者（胆力）には「偉いものだ」と感心する一方、後者（妥当性）については「大

丈夫かねえ」とあやぶんでいます。 

 はたしてこの勇士の挑戦、「英雄的壮挙」なのか単なる「蛮勇」なのか？ 興味津々であ

りますが、ともあれその内容をザッと御紹介致しましょう。 
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２．少額特例不正使用事案の記事 

◆事案の概要 

化学製品メーカーのクレハ及びその関係会社クレファインは、複合材料板を台湾などに

無許可で輸出したとして警視庁の摘発を受けた。 

不正輸出の手口は、少額特例制度（少額輸出に限り、規制品目であっても大臣許可を免 

除する制度）を悪用したもので、実際には１０万円以上の製品を１００円程度のサンプル

品と偽って税関に申告していた。 

 

◆「告発」の内容 

 発端は、「勇士」の解説に対して、私が次のようにまぜっかえしたことでした。 

  ・「サンプル提供という口実で、少額特例という輸出管理上のシステムを悪用して長年

送り続けてきた」という悪質な違反というが、事実だろうか？ 

   むしろ「無償のサンプル品だからと気を抜いて、いい加減な価格で申告をした」とい 

   うルーズな管理が原因だったような気がする。 

  ・とすれば、「誰にでも出来るものでないリスクマネジメントを遂行できる専門家」な 

どと大げさなことを言う必要もないのではないか？ 

 これに対する「勇士」の反論は次の通りです。 

商品サンプルにはその貨物に付随した（A）データのやり取りがつきものです。（B）本丸であ

る該当役務取引違反を立件せずに、不正輸出、「少額特例違反」にとどめたのは当局側の温

情判決だと私は思っています。 （「少額特例制度の悪用。クレハの場合」より） 

 下線部（B）が当局への痛烈な批判となっています。 

 なぜそれが批判なのか？ もしそのような役務取引違反が事実であれば、「温情判決」を

与えることにより、データを附随させての製品輸出（本件のような）が役務取引違反につ

ながりかねないことを、国民に注意喚起する機会を逸することになるからです。その結

果、類似の違反事案が続出したなら、それは当局の怠慢以外の何物でもないということに 

 なるでしょう。 

 

◆「蛮勇」の可能性 

 実は私は「勇士」の告発に、下記 2点から事実誤認の可能性を感じています。 

① 他社の新たな違反を誘発しかねない「温情判決」は、当局の流儀として考えにくい。 

（むしろ「一罰百戒」が作法という気がします） 

  仮に「温情」でク社処罰を軽いものにとどめるにしても、問題点（製品添付データによ 

  る違反の可能性）の周知を怠るということがあるだろうか？ 

② 下線部（A）の如き製品添付データがあったとしても、それは「必要最小限の使用技

術」として役務取引許可不要だった可能性が大であろう。（そもそも違反にならない） 

 しかしよほどの自信がなければ、「勇士」もこうして当局に喧嘩を売ったりはしていない

筈です。どんなネタをつかんでいるのか知りたいものです。 
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３．イラク査察で発見された日本品への論評 

◆「告発」の内容 

 湾岸戦争後、イラクで日本品が多数発見されたことについて「勇士」は次のように述べて

います。 

世界の安全保障を確保する新しい枠組みを主要各国が協議した結果、従来のようにその対 

象が対共産圏向けという特定された地域ではなく、全世界を対象にした不拡散型輸出管理 

と呼ばれるものになった。即ち大量破壊兵器等の拡散防止を目的とした輸出規制である。こ 

れらの取り組みが急激に世界の注目を集めることになったのは、イラン・イラク戦争（19 

80－1988）、そしてイラクのクウェート侵攻後の湾岸戦争（1991年）においてである。こ 

の場面での役者は全て(C)安全保障輸出管理の規制の枠をすり抜けた違法輸出の品物ばかり 

であったが、その有様がメディアを通して世界中に実況中継されたという現実を私たちは 

もっと深刻に受け止めなければならない。即ち表向きは武器禁輸政策を掲げ平和国家を標 

榜する日本であるが、世界中が注目する大きな紛争の主役達が実は、高性能を誇る我が国の 

ハイテク製品見本市であるかの様相であったということだ。湾岸戦争後に行われた国際原 

子力機関（IAEA）等によるイラクの査察報告において、（D）従来の規制対象となっている 

貨物の他に、汎用性が高く、広く民生用途を有する貨物が大量破壊兵器等の開発等に使用さ 

れていたという事実が、米空軍や米商務省の資料から明らかになった。それを私たち日本国 

民が知らされたのは、1998年のことである。（E）外為法の時効は５年と定められているから 

法律的には違反者を追求する意味がなくなっている。また、（F）責任官庁である通産省（現在 

の経済産業省）担当課の課長がメディアに語ったコメントは、「企業からの申告がない以上、 

規制対象品が外国の兵器に使われた事実はないと認識している。そうなれば、自由経済の範 

囲のものということになり、問題ない」ということであった。  

（「リスクマネージメントとして見た輸出管理」より） 

 要点は 

  ・日本の違法輸出品がイラクで多数発見された。（下線部（C）） 

  ・従来型規制品の他に汎用品が大量破壊兵器用途に使われていた。（下線部（D）） 

  ・しかし（D）の違反は「時効 5年」の壁ゆえに罪に問えない。（下線部（E）） 

  ・当局コメントのノーテンキぶり。（下線部（F）） 

 いずれも事実であれば相当ひどい話です。あまりにもひどい（特に下線部（F）の当局コ

メントはひどい）話なので、本件についても事実誤認がないか考えてみました。 

 

◆「蛮勇」の可能性４点 

 ①イラク査察での発見品についての「定説」は、従来規制外であった汎用品も大量破壊兵 

  器用途に利用されていることが判明したことから規制リストが拡大（端的にはNSG  

  に Part2リスト追加）された、というもの。つまりそれ以前での輸出は合法だったので

はないか？（下線部（C）への疑問） 

② 下線部（D）のいう「汎用品」の問題は、キャッチオール規制導入の背景とみるべき 
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ではないか？ つまりそれらはリスト規制非該当ということで、（キャッチオール規制

の存在しなかった）当時は全くの規制外だったということにならないか？ 

なお細かいことですが、「IAEA 査察の結果」が「米空軍や米商務省の資料から明らか

になった」というのは不思議な書きぶりですね。（元の報道記事を見てみたい） 

③ とすればその輸出は（当時の法令に照らし）合法だったことになるから、時効を云々

する下線部（E）はピント外れ。 

④ もし（輸出当時の法令に照らし）リスト規制該当品であったなら、輸出先がイラクで

なくても（たとえば米英向けであっても）法令違反だった筈。当然、輸出先に関する

企業の認識の如何は違反有無と関係ない。ところが担当課長の発言は「企業からの申

告がない（≒企業側に違法性の認識がない）以上問題なし」であった。（下線部（F）） 

リスト規制違反についての発言だったのだろうか？ 

  

 以上 4点から、少なくとも外形上は「勇士」のお手付きの可能性を考えざるをえないので

す。しかし前節でも述べたように、しっかりしたネタもなしに当局へ喧嘩を売るバカはお

りません。 

 我々の後学のためにも、「勇士」におかれてはお手元のタマを公開されることを希望する

次第です。 

（2017.7.4） 
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＜参考１＞ 少額特例不正使用事案の記事    本文へ戻る 
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＜参考１＞ （その２） 
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＜参考２＞      本文へ戻る 
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＜参考２＞ （その２） 
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＜参考２＞ （その３） 

 

 

 


